
                              熊本市告示第４９４号 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年１２月２５日法律第１３７号）第１５

条の１７第１項に規定する指定区域を指定したので、同法第１５条の１７第２項の規定に

より、下記のとおり告示する。 
区域の範囲を表示した図面及び地番のうち枝番の一部は省略し、その図面及び枝番の一

覧については熊本市環境保全局環境事業部廃棄物指導課に備え置いて、一般の縦覧に供す

る。 
平成２２年９月１４日 

熊本市長 幸山 政史 
記 

指定区域（廃止済産業廃棄物 終処分場） 
指定番号 住       所 埋立地の区分 
産－１ 熊本市鶴羽田町字北９８６番１他 ア 
産－２ 熊本市戸島町字上久保１１４，１１５，１１６ ウ 
産－３ 熊本市戸島町笹尾１２８０、１２８４ ウ 
産－４ 熊本市戸島町４６８－１，４６８－３ エ 
産－５ 熊本市四方寄町１５１５他６筆 ア 

 
【埋立地の区分】 
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）

第９条第５項（法第９条の３第１０項及び第１５条の２の５第３項において読み替えて

準用する場合を含む。）に規定する廃止の確認を受けて廃止された一般廃棄物の 終処分

場又は産業廃棄物の 終処分場に係る埋立地（改正政令による改正後の廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「令」という。）第１３条

の２第１号） 
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成９年法律第８５号）

第２条の規定による改正前の法第９条第３項（同法第９条の３第６項及び第１５条の２

第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による廃止の届出があった一般

廃棄物の 終処分場又は産業廃棄物の 終処分場に係る埋立地（令第１３条の２第２号） 
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正

する法律（平成３年法律第９５号）第１条の規定による改正前の法第８条第１項又は第

１５条第１項の規定による届出があった一般廃棄物の 終処分場又は産業廃棄物の 終

処分場に係る埋立地のうち、廃止の届出制度の施行日（平成４年７月４日）より前に廃

止されたもの（改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭

和４６年厚生省令第３５号。以下「規則」という。）第１２条の３１第１号） 



エ 市町村又は埋立処分を業として行う一般廃棄物処分業者若しくは産業廃棄物処分業者

が設置した設置許可又設置届出の対象外の 終処分場（いわゆるミニ処分場及び旧処分

場（ただし、自らその事業活動に伴って生じた廃棄物を処分する用に供するものを除く

ものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあたっては、法の施行の際現に埋

立処分の用に供されたものに限る。））に係る埋立地のうち、法施行後に廃止されたもの

（水面埋立地にあたっては、令第５条第２項又は第７条第１４号ハに基づく環境大臣の

指定を受けたものに限る。）（規則第１２条の３１第２号） 
オ 法第１９条の４の規定に基づく措置命令又は法第１９条の７等の規定に基づく行政代

執行等に基づき遮水工封じ込め措置又は原位置覆土の措置が講じられた廃棄物の埋立地

（規則第１２条の３２） 
 


